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研究成果の概要（和文）：　本研究は、これまで十分な研究がなされてこなかった近代日本の都市制度の形成過程につ
いて検討することを課題とした。とくに、1889年市制施行以前の都市制度について体系的な研究が少ないので、その実
態を明らかにしようとした。
　本研究では、2009年度～2011年度に実施した「近代都市制度の基礎的研究」による研究成果を元に、対象時期と対象
地域を拡大した。具体的には、鹿児島・福岡・下関・鳥取・徳島・尼崎・和歌山・京都・静岡・金沢・新潟・弘前など
で調査を実施し、多くの新知見を得ることができた。ただ、いくつかの地域では史料の有無すら明らかにできなかった
ので、今後も継続して調査・研究を実施する予定である。

研究成果の概要（英文）：It is almost not research about a local government and autonomy in Modern Japan, 
especially before 1889. Principal Investigator gather official and private documents in the city 
concerned. And Principal Investigator reseach the city archives. For example Kyoto, 
Akamagaseki（Shimonoseki）, Wakayama, and the like. These cities are selected"区"(ku) 
on"郡区町村編制法"(gun ku cyou son hensei hou). This law was enforced from 1879 to 1889. I compare 
selected cities with deselected cities. For example Tokushima, Tottori, Hirosaki, and the like.
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１． 研究開始当初の背景 
 
 日本における近代都市史研究は、近年、文

化や社会の動きに関するものは盛んになっ

ており、学際的な研究成果として注目されて

いるものもある。ただ、その基礎となるはず

の都市制度（地方制度の中における都市の位

置づけ）に関する理解は必ずしも共有されて

いない。そこで、できる限り一次史料に基づ

いて都市制度の形成過程を具体的に明らか

にする必要がある。その際に重要なのは、①

近代社会の前提となる前近代社会における

都史のあり方について理解を深めること、②

明治維新以降であっても市制施行以前の時

期の制度について基礎となる史料を収集し、

今後の研究条件を整えること、③市制施行以

降においても文化面・社会面だけでなく制度

や政治・経済の基礎的な理解に基づく研究を

進めることなどである。研究代表者は、そう

した問題意識をもとに 2009 年度から 2011 年

度にかけて「近代都市制度の基礎的研究」を

研究課題として、とくに、②に関する史料収

集を行った。研究課題の副題として掲げた

「「区」をめぐって」の「区」とは、1879 年

（明治 12）に施行された郡区町村編制法の下

での「区」のことであり、まさに近世都市と

市制施行後の市との間をつなぐ、重要な論点

であった。 

 郡区町村編制法における「区」は、農村部

を中心に成立した郡や町村と並んで、都市制

度として導入されたものである。対象は「三

府五港其他人民輻輳の地」とされ、現在わか

っているだけで、大阪・京都・神戸・横浜・

名古屋・金沢・仙台など 20 の地域に置かれ

た。ただ、この場合でも、より人口が多い地

域に区の指定がなされないなど、その理由に

は不明確なところが多かった。「近代都市制

度の基礎的研究」では、それらの地域の調査

をできるだけ行い、その経緯を明らかにしよ

うとしたのである。 

 そこで本研究においては、「近代都市制度

の基礎的研究」の成果を受け継ぎ、さらに前

記①③と関わらせながら、その過程を総合的

に明らかにすることであった。 

 1889 年（明治 22）に施行された市制の基

準は、①従来から「区」であったもの、②人

口 2 万 5 千以上の市街地、③2 万 5 千人以下

でも商業繁盛が期待できる地域などであっ

たという。こうした基準によって指定された

のは 36 地域で、実際に 1889 年中に市制が施

行されたのは、さらに増えて 39 地域であっ

た。ところが、1889 年前後の統計を確認する

と、市制が施行された 39 市よりも、人口が

多く、商業活動が盛んなのに市制が施行され

なかった地域も見受けられる（宇都宮・大

津・松本など）。また、市には行政執行機関

として市参事会が設けられるなど、町村とは

明らかに異なる制度が導入される一方、東

京・大阪・京都の３市には特例が適用されて、

府知事が市長を兼任するなど、政府から特別

な扱いを受けることもあった。これらについ

ても、従来の研究では事実それ自体が共有さ

れていないだけでなく、通史的な記述におい

ても誤解や憶測に基づくものが散見される

など、史料に基づいて理由が解明されるには

至っていない。 

 そこで、まずは近世後期から市制施行前後

にかけての一次史料を可能な限り収集し、そ

の体系的な理解を進めるよう努める必要が

あるのである。 

 
 
２． 研究の目的 
 
 本研究では、１で記したような課題に対し

て、近世後期から市制施行までの都市のあり

方を踏まえ、日本近代における都市制度の形

成過程を、各地に残された史料をもとに具体

的に明らかにする。その際、近世における都

市類型とその特質、大区小区制の時期におけ

る人口輻輳地の把握、郡区町村編制法におけ

る区や市制・町村制における市の事例などを



取り上げ、関係地域における資史料の状況を

把握し、今後の都市史研究がより実証的に裏

付けのあるものになるように貢献する。 

 
 
３． 研究の方法 
 
 研究方法は、研究対象とした地域（都市）

の現地調査と、それに基づく史料の収集・解

読、得られた情報の整理とおける体系化など

からなる。また、国立公文書館など政府側の

行政文書の公開範囲が年々広がっているこ

とから、それらを利用して、政府側の政策意

図や実施過程についても検討することにす

る。 

 現地調査は 3 年間（結果的に 1 年延長し 4

年間になった）にまたがり、協力が得られた

地域から随時実施する。その際、行政側の協

力を得られやすいように、「市制施行」「市参

事会」「区」「共有文書」などのキーワードを

通じて予備調査や先行研究の把握を行い、史

料の発掘に努める。 

 調査対象には、郡区町村編制法が施行され

た 1879 年に区になった地域、1889 年に市制

が施行された地域を基本とし、比較対照のた

めに、区や市に選定されなかった関連地域に

も視野を広げる。たとえば「区」に選定され

た金沢との比較のために、「区」に選定され

なかった福井や富山を調査するといった具

合である。その際、人口規模だけでなく、近

世における地域の性格（城下町・港町などと

いった都市類型、大名領国の城下町や天領と

いった支配のあり方との関係など）、府県庁

や軍隊・学校などの有無など、さまざまな要

素を考慮して、調査対象を選ぶこととする。 

 また、従来から継続的に調査を行っている

京都、金沢、新潟などについては、継続して

調査や史料収集を行い、その整理を進める。

関連して、府県庁で作成した行政文書や政府

側の文書、同時代の新聞の検索も実施する。 

 調査対象とした地域については、関連史料

の保存状況についても確認する。重要な地域

であっても、関連史料が保存されていなけれ

ば研究を行うことはできない。その意味で、

これまで保存のためにそれぞれの自治体で

どのような工夫がなされてきたのか、その経

験を共有することも大切である。また、当該

地域の自治意識を知るためにも、資料の保存

状況の確認は重要な意味を持つ。 

 以上のような調査を踏まえ、近世後期から

市制施行前後までの都市制度に関わる情報

を網羅的に収集し、その形成過程についての

分析を行う。 

 

 
４． 研究成果 
 

 全国の対象地域における関連史料の調査

は、多くの関係者の協力により、一定の成果

を得ることができた。前記「近代都市制度の

基礎的研究」に際しての調査と一部重なると

ころがあるが、ここでは、それ以降の成果を

中心にまとめておくことにしたい。 

 まず、「区」に関しては、これまで調査を

行ってきた金沢、新潟、東京などについて引

き続き情報収集を行ったが、とくに新潟には

多量の文書が保存されているので、別途、新

潟に焦点を当てた研究課題を計画する必要

がある。また、新たに調査できたのは、和歌

山であり、大名領国の城下町の事例としては、

金沢などと比較が可能になった。 

 次に、本研究で重要な調査対象とした市参

事会文書の保存状況であるが、以前より継続

的に調査を行ってきた京都に加え、鹿児島、

福岡、鳥取、新潟、弘前などで関係史料を閲

覧することができた。ただ、撮影が許可され

なかった自治体もあり、情報公開を目的とす

る部署での調査に課題を残した。一方、京都

では、市参事会文書が市指定文化財となるこ

とが決まったので、こうした自治体の事例な

ども広く共有されるように、今後も継続して

調査を行いたい。 



 また、戦災や災害などにより、史料が散逸

した自治体も少なくない。徳島などで実情を

調査したほか、久留米、尼崎、堺などについ

ても情報収集を行った。 

 下関市での調査では、関係者から協力は得

られたが、市の文書の中には関連史料をあま

り見いだすことはできなかった。ただ、山口

県文書館には関連史料がまとまって保存さ

れており、政府とのやりとりについては府県

側に資料が残されている可能性が高いこと

があらためて確認できた。残念ながら、本研

究では市側の調査を中心としたので、府県史

料の調査は十分行うことができなかった。今

後の課題である。 

 以上、これまでの知見を書き換えるところ

まではいかないが、関係史料については数多

く収集することができたので、今後、それら

と対応する府県側や政府側の史料を収集す

るための手がかりを得ることができた。ただ、

各自治体で閲覧させていただいた史料はい

ずれもたいへん貴重なものであるが、担当者

にその歴史的価値が十分に共有されている

とはいえず、今後の保存に不安が残った。本

研究におけるような調査を続けることで、そ

の意義が再認識され、史料保存にもつながる

ように努めたい。 
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